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「自分だけは大丈夫」と
思っていませんか？

消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！
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消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！

【ひとこと助言】
・電動のこぎりは、使い方や対処法を誤ると、死亡や重傷などの重大な事故につながることがあります。
使用前には取扱説明書をよく読み、その製品の正しい操作方法を十分に理解してから使用しましょう。

・刃に材料等が詰まって動かなくなったときに、その反動でのこぎりの本体や材料が作業者側に跳ね飛
ばされ、事故につながるケースもみられます。固定できる材料の場合は万力などで固定し、慎重に作
業しましょう。

《事例１》ＤＩＹ中、電動のこぎりで左手の指を切った。親指は完全に切断され、人差
し指もほとんど切断された状態となった。 　　　　　　　　　　 （８０歳代）

《事例２》電動のこぎりを操作中、のこぎりが跳ね上がった際に、右足に傷を負った。
受診したところ、骨折もしていたことが分かった。 　　　　　　 （８０歳代）

【ひとこと助言】
・健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」です。健康食品
を摂る選択をする前に、今の自分にとって本当に必要かをよく考えましょう。

・健康食品を複数利用したり、医薬品的な効果を期待して利用したりしないようにしましょう。
・自己判断での医薬品との併用は避け、不調を感じたら必ず医師や薬剤師などに相談しましょう。
・一般的に「好転反応」と呼ばれるような、体調が良くなる過程で不調の症状が出たりする現象は、科
学的には存在しません。体調に異変を感じたらすぐに使用を中止しましょう。

健康食品を購入し、数日食べたところ激しい腹痛と下痢を繰り返した。か
かりつけ医に相談すると健康食品が原因ではないかと言われ、食べるのを
やめると腹痛も下痢も治まった。販売店は「下痢を起こすような材料は入
っていない。悪いものが身体から出ただけ」と言う。　　　   （７０歳代）

消 費 生 活 に 関 す る 相 談 は
◇村消費生活センター（消費生活相談全般）…役場１階西側（収納課奥）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時　☎８８５－７１４１（直通）
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。また、都合により相談員が
　不在の場合がありますので、電話でご確認ください）
◇消費者ホットライン（全国共通ダイヤル）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売等の商取引や悪質金融業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９
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介護保険では、介護認定を受けた方にとってより暮らしやすくすることを目的として、下記のいずれか
の項目に該当する自宅改修について、その経費の一部を支給しています。

介護保険において要支援認定または要介護認定を受けている方が、自立して安全に生活できる環境を整
えるために行う住宅改修のうち、以下のいずれかの項目に該当するものを対象とします。

▼段差の解消　
　スロープの設置、敷居の撤去、床のかさ上げ　等

▼洋式便器等への便器の取替え　
　和式便器から洋式便器へ取替え、洋式便器のかさ上げ　等

▼手すりの取付け　
　廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等への手すりの取付け

▼滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更　
　滑りにくい床材への変更、床材の表面の加工　等

▼引き戸等への扉の取替え　
　開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等へ取替え、ドアノブの変更　等

▼その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修　
　手すりの取付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事　等

住宅改修の種類／対象とする住宅改修の詳細住宅改修の種類／対象とする住宅改修の詳細

対象となる方 要支援１・２、要介護１～５の介護認定を受けた方
支 給 額 介護認定の区分に関わらず、２０万円を限度に住宅改修で支払った額の
　　　　　 　　９割（一定以上の所得がある方は８割または７割）相当額

介護保険で支給対象となる住宅改修は？介護保険で支給対象となる住宅改修は？

介護保険における住宅改修費の支給を受けるには、工事着工前に福
祉介護課へ事前申請をする必要があります。申請をする前に着工し
た場合は住宅改修費支給の対象にはなりませんので、必ず工事の前
に担当のケアマネジャー、または事業所所属の福祉住環境コーディ
ネーター等に相談してください。

支給の申請は必ず工事着工前に！支給の申請は必ず工事着工前に！

介護保険における
　　住宅改修費の支給制度
介護保険における
　　住宅改修費の支給制度

■問合せ　福祉介護課介護保険係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１３・１３２・１３５
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方
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第２１回認知症フォーラム in いばらき
『認知症と共に生きる』を考える

第２１回認知症フォーラム in いばらき
『認知症と共に生きる』を考える １３：００～１５：３０１３：００～１５：３０

シンポジウム：「若年性認知症を知り、共に長く生きる」

パネラー：松本一生　先生
　　　　　山中しのぶ　氏（若年性認知症当事者）他

座　　長：朝田　隆　先生（メモリークリニックとりで理事長）

講　　師：松本一生　先生（医療法人圓生会松本診療所）
基調講演：「住み慣れた街で共に生きる」

１２１２月月１７１７日日 日

二次元コードから申込

問合せ　公益社団法人　認知症の人と家族の会茨城県支部　☎０２９－８２８－８０８９　平日１３：００～１６：００

の取付け
更　

アノブの変更　等


